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セクション４ リスク概念～主に、監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」、
240「財務諸表監査における不正」、315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」～  
  

 

 
<Q4-01> リスク・アプローチとは何か、簡潔に述べなさい。 

 

【解答例】(P90) 
・「リスク・アプローチ」とは、重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に監査   

の人員及び時間を充てることにより、監査資源の制約があるなかで効率的に、財務諸表における
重要な虚偽表示を看過しないという監査の効果（目的）を達成する方法をいう。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  
  ・テキストの定義でもよいですが、効果性と効率性をしっかり意識したうえで暗記しましょう。  
 
 

 
<Q4-02> リスク・アプローチに基づく監査を行うにあたって、なぜリスク評価手続が重要となるか、

簡潔に述べなさい。  

 

【解答例】（P111） 
・「リスク・アプローチ」とは、重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に監査   

の人員及び時間を充てることにより、監査資源の制約があるなかで効率的に、財務諸表における
重要な虚偽表示を看過しないという監査の効果（目的）を達成する方法をいう。 

・とすれば、重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項かどうか（重要な虚偽表示リスクであるか
どうか）の判断によって、監査上採るべきアプローチが異なることになる。  

・この点について、リスク評価手続についての監査人の目的は、不正か誤謬かを問わず、重要な虚
偽表示リスク、すなわち、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクと、財務諸表項目（アサ
ーション）レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価することにある。これによって、重要な
虚偽表示が生じる可能性が高い事項に対するリスク対応手続の立案と実施に関する基礎が提供
されることになる（【監基報】315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」．10）。  

・このように、リスク評価手続は、監査上のリスクの識別と評価を行い、その後に実施されるリス
ク対応手続の種類、時期、範囲を決定づけるという意味で重要である。  

 

  
 ☺ワンポイントアドバイス！  
  ・重要な虚偽表示リスクの識別と評価が誤ってしまうと、その後のリスク対応手続は（本当の）

リスクに見合わない、とんちんかんなものとなってしまいます。  

 
 
 

 
<Q4-03> 監査論で学習した財務諸表監査上のリスク概念について、その名称を漏れなく列挙しなさ

い。（網羅的に列挙するとともに、（定義ではなく）その意味は説明できる必要があります。） 
 

【解答例】 
・監査リスク（P90）（【監基報】200.12(5)） 
・重要な虚偽表示リスク（P91）（【監基報】200.12(10)） 
・固有リスク（P91、P92）（【監基報】200.12(10)①、【監基報】315.４(1)） 
・統制リスク（P91、P92）（【監基報】200.12(10)②、【監基報】315.４(2)） 
・発見リスク（P91、P92）（【監基報】200.12(15)） 
・事業上のリスク（P95）（【監基報】315.11(7)、同 A56） 
・財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク（P105、P110）（【監基報】315.A182） 
・財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスク（P105、P111）（【監基報】315.A187） 
・実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスク（P107）（【監基報】315.A209） 
・特別な検討を必要とするリスク（P116）（【監基報】315.11(10)） 
・不正リスク（＝不正による重要な虚偽表示リスク）（P220）（【監基報】240.10(3)） 
その他、サンプリングリスク（P83）、ノンサンプリングリスク（P83）などがある。 
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<Q4-04> 重要な虚偽表示リスクとは何か述べるとともに、当該リスクと上記<Q4-03>で列挙したリ

スク（サンプリングリスク、ノンサンプリングリスクを除く。）との関係について簡潔に述べ
なさい。（暗記までは不要だが関係性については必ず理解が必要）  

 

【解答例】（P91） 
・「重要な虚偽表示リスク」とは、監査が実施されていない状態で、財務諸表に重要な虚偽表示が

存在するリスクをいう（【監基報】200.12(10)）。 
・重要な虚偽表示リスクと上記<Q4-03>で列挙したリスクとの関係については次のとおりである。  

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  
  このように重要な虚偽表示リスクを中心としてリスク概念が整理できます。 

リスクの名称 重要な虚偽表示リスクとの関係  
監査リスク 監査リスクを合理的に低い水準（許容可能な低い水準）に抑えるために、

重要な虚偽表示リスクを評価したうえで発見リスクの水準を決定し、そ
の水準に応じた監査手続（実証手続）を立案し実施しなければならない
という関係にある（P90）。 

発見リスク 重要な虚偽表示リスクとともに監査リスクを構成し、監査リスクを合理
的に低い水準（許容可能な低い水準）に抑えるために、重要な虚偽表示
リスクを評価したうえで発見リスクが決定されるという関係にある
（P90）。 

固有リスク 重要な虚偽表示リスクを構成する二つの要素のうちの一つである（P91）。 
統制リスク 同上 
事業上のリスク 事業上のリスクは企業経営において経営者が対峙し、企業目的の達成等

に悪影響を及ぼしうるリスクであり、財務諸表の重要な虚偽表示リスク
を含み、これよりも広義のリスクである（P96）。したがって、事業上の
リスクは、重要な虚偽表示リスクを含むという関係にある。また、事業
上のリスクの多くは潜在的に財務諸表に影響を与える原因となるため、
財務諸表に影響を与える事業上のリスクを理解することは、監査人が重
要な虚偽表示リスクを識別するのに役立つという関係にある（【監基報】
315.A55）。 

財務諸表全体レベル
の重要な虚偽表示リ
スク 

重要な虚偽表示リスクの一つである（P98）。重要な虚偽表示リスクのう
ち、財務諸表全体に広く関わりがあり、アサーションの多くに潜在的に
影響を及ぼすリスクである。したがって、特定のアサーションと必ずし
も結び付けられない（【監基報】315.A182）。 

財務諸表項目（アサー
ション）レベルの重要
な虚偽表示リスク 

重要な虚偽表示リスクの一つである（P98）。重要な虚偽表示リスクのう
ち、財務諸表に広く関わりがなく、取引種類、勘定残高又は注記事項に
おける特定のアサーションと結び付けられるものである（【監基報】
315.A182、A187）。 

実証手続のみでは十
分かつ適切な監査証
拠を入手できないリ
スク 

財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクの一種で
あり、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクの
識別・評価に影響を与えるという関係にある（P107、【監基報】315.32）。 
 

特別な検討を必要と
するリスク 

（固有リスクとして）評価された重要な虚偽表示リスクから決定される
という関係にある（P116、【監基報】315.31）。識別された重要な虚偽
表示リスクのうち、以下のような性質をもった重要な虚偽表示リスクが
特別な検討を必要とするリスクである（【監基報】315.11(10)）。 
① 固有リスク要因が、虚偽表示の発生可能性と虚偽表示が生じた場合の
影響の度合い（金額的及び質的な影響の度合い）の組合せに影響を及ぼ
す程度により、固有リスクの重要度が最も高い領域に存在すると評価さ
れた重要な虚偽表示リスク 
② 他の監査基準委員会報告書の要求事項にしたがって特別な検討を必
要とするリスクとして取り扱うこととされた重要な虚偽表示リスク（【監
基報】240「財務諸表監査における不正」.26 及び【監基報】550「関連
当事者」.17 参照）  

不正リスク 重要な虚偽表示リスクのうち、不正を原因とするものという関係にある
（P220）。 
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<Q4-05>固有リスク、統制リスク、発見リスクの高低は何に影響されるのか、簡潔に述べなさい。  
 

【解答例】（P94）、論文対策問題集 2-4-3 
・固有リスクは、固有リスク要因（【監基報】315.11(6)）の影響を受ける（【監基報】200.A37）。 
・統制リスクは、経営者が整備する内部統制の有効性によって影響を受ける（【監基報】200.A38）。 
・発見リスクは、監査人が実施した監査手続（実証手続）の有効性によって影響を受ける（【監基

報】200.A42）。 
 
 

 
<Q4-06>発見リスクはどのように決定し、その評価結果によってリスク対応手続がどのように異な

ることになるのか、リスク・アプローチの考えを念頭に簡潔に述べなさい。 
 

【解答例】（P93、P94）、論文対策問題集 2-4-4、2-4-5 
監査リスクを合理的に低い水準（許容可能な低い水準）に抑えるために、重要な虚偽表示リスク

を評価したうえで、その評価結果を踏まえて発見リスクを決定する。 
  発見リスクが低く決定された場合、監査の効果のために（重要な虚偽表示を看過しないために）

監査人が実施する実証手続を充実
．．

させる必要がある。一方、発見リスクが高く評価された場合、監
査の効率を優先させて実証手続を軽減

．．
することができる。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・論文対策問題集の 2-4-5 もしくはテキスト 94 頁（5）の記述は発見リスクを低く決定し、実証
手続をより充実させる場合の対応となります。  

・実証手続を充実あるいは軽減させる場合に実証手続の「種類・時期・範囲」がどのように変わ
るのかをしっかり理解しましょう。  

・このリスクモデルの考え方（テキスト 93 頁の式に示される考え方）は論文式試験で当然の前
提として出題されますので十分に理解したうえで暗記するようにしてください。  

 
 

 
<Q4-07> 監査基準報告書上、必ず特別な検討を必要とするリスクとして識別することが求められる

ものを列記しなさい。（規定自体は暗記不要だが 2 つあることは要暗記） 
 

【解答例】（P116）  
監査基準報告書の要求事項にしたがって必ず特別な検討を必要とするリスクとして取り扱うこ

とが必要とされた重要な虚偽表示リスクは次のとおりである（【監基報】315.11(10)②）。 
①不正による重要な虚偽表示リスク（経営者が内部統制を無効化するリスクを含む。）（【監基報】

240「財務諸表監査における不正」.26、30） 
②企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引（【監基報】550「関連当事者」.17） 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  
  ・「経営者が内部統制を無効化するリスク」は不正リスクです、忘れないようにしてください。 
  ・問題文から、企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引かどうかを判断させ

たうえで、特別な検討を必要とするリスクかどうかを答えさせる問題の出題の可能性にも備え
ておきましょう。すなわち、単なる関連当事者との取引が特別な検討を必要とするリスクとな
るわけではなく、次の２つの条件が揃って特別な検討を必要とするリスクとなります。 

    ①企業の通常の取引過程から外れているかどうか 
    ②当該取引が重要かどうか 
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<Q4-08> 税効果会計や固定資産の減損会計など会計上の見積りに関する財務諸表項目について、一

般的には、重要な虚偽表示リスクは高いと考えられるが、必ず特別な検討を必要とするリスク
として識別するわけではない。では、会計上の見積りに関する財務諸表項目について、特別な
検討を必要とするリスクとして識別する場合とはどのような場合か、またこの判断にあたって
考慮することが求められる事項について簡潔に述べなさい。（前段は監基報に規定はあるもの
の問題の前提となると考えられるので極力暗記しておくのが望ましい、後段は暗記不要） 

 

【解答例】（P48、P49、P116、P236） 
・会計上の見積りに関する財務諸表項目について、特別な検討を必要とするリスクとして識別する

のは、会計上の見積りに関する固有リスク要因が、虚偽表示の発生可能性と虚偽表示が生じた場
合の影響の度合い（金額的及び質的な影響の度合い）の組合せに影響を及ぼす程度により、固有
リスクの重要度が最も高い領域に存在すると評価された場合である。（【監基報】315.11(10)①）。 

・この評価にあたっては、次の事項を考慮する必要があるとされる（【監基報】540「会計上の見
積りの監査」.15）。 
 (1) 会計上の見積りが見積りの不確実性の影響を受ける程度  
(2) 以下の事項が複雑性、主観性又はその他の固有リスク要因の影響を受ける程度  
① 会計上の見積りを行う際に使用する見積手法、仮定及びデータの選択と適用  
② 財務諸表に計上される経営者の見積額と関連する注記事項の選択  
 

☺ワンポイントアドバイス！  
・<Q4-07>以外については、すべて上記一つ目の・に示された【監基報】 315.11(10)①の規定に

則って特別な検討を必要とするリスクかどうかを判断することになります。  
  ・固有リスク要因というのは、「関連する内部統制が存在しないとの仮定の上で、不正か誤謬か

を問わず、取引種類、勘定残高又は注記事項に係るアサーションにおける虚偽表示の生じやす
さに影響を及ぼす事象又は状況の特徴」と定義されています（P92、【監基報】315.11(6)）。
つまり、虚偽表示が生じる可能性である固有リスクの発生可能性を左右する要因をいいます
（P116 の固有リスクの分布図の横軸参照）。 
具体的には、財務諸表項目自体あるいは財務諸表項目に影響を及ぼす事象や状況の「複雑性」、
「主観性」、「変化（が生じている事実や変化の生じやすさ）」、「不確実性」、「経営者の
偏向（の介入の程度や介入の可能性）」などをいいます。 

  ・繰り返しですが、固有リスク要因は、虚偽表示の発生可能性に影響する要因（特徴）である点
（【監基報】315.30(1)）、しっかり暗記してください。  
 

 

 
<Q4-09>財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクはどのように識別し評価す

るのか、簡潔に述べなさい。 
 

【解答例】（P105、P116） 
・まず、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解するとともに固有リスク要因

等を考慮して固有リスクを識別し、識別した固有リスクでもって財務諸表項目（アサーション）
レベルの重要な虚偽表示リスクを識別する。そして、内部統制システムを理解し、固有リスク、
統制リスクそれぞれを評価し財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクとし
て評価する。 

・そのために、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクは、固有リスクと統
制リスクを分けて評価する。 

・なお、固有リスクは、虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを組み合せて評価するものとする。 
 
☺ワンポイントアドバイス！  

・監基報 315 によれば、固有リスクの識別によって重要な虚偽表示リスクを識別するとされてい
ます。固有リスクは、関連する内部統制が存在しないとの仮定を置いたうえで識別されるリス
クであることから、固有リスクを識別するという文脈では「内部統制（システム）の理解」と
いう記述はしてはいけません。 
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<Q4-10> 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況がある被監査会社につい

て、一般的にどのような財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクを識別
することになるか、関連するアサーションと、財務諸表項目（取引種類、勘定残高又は注記事
項）を明示して、簡潔に述べなさい。（例示項目を暗記することは不要、考え方及び解法を十
分に理解してください。） 

 

【解答例】（P109）  

・継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は一種の固有リスク要因であり、
当該事象又は状況がある被監査会社は、一般的に、業績が芳しくなく、運転資金が不足している
ような状況にある。したがって、少しでも業績を良く見せ、継続企業の前提に関する事項の注記
を回避したい不正の動機があると考えられる。 

・そのために、一般的に、次の関連するアサーション（【監基報】315.11(5))と、財務諸表項目（取
引種類、勘定残高又は注記事項）について、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽
表示リスクを識別することになると考えられる（（注）以下は単純化した例示である）。 

 

②関連する 
アサーション 

①財務諸表項目 
（取引種類、勘定残高又は 

注記事項） 

③財務諸表項目（アサーション）レベルの 
重要な虚偽表示リスク 

網羅性 
表示の妥当性 

継続企業の前提に関する事項
の注記 

（重要な不確実性が認められる場合に本来は継
続企業の前提に関する事項の注記が必要である
にもかかわらず、）当該注記を意図的に財務諸表
から除外するリスク

．．．
 

 
評価の妥当性 
網羅性 

固定資産 
減損損失 

(業績が不調であるため本来固定資産の減損損失
を認識しなければならないにもかかわらず、)固
定資産の評価を誤り減損損失の計上が行われな
いリスク

．．．
 

 
評価の妥当性 繰延税金資産 

法人税等調整額 
（業績が不調であるため本来繰延税金資産を認
識してはならないのにもかかわらず、）会社分類
の判定や将来の課税所得の見積りを誤り税効果
（繰延税金資産）の計上（評価）を誤るリスク

．．．
 

 
網羅性 構造改革引当金 

構造改革引当金繰入額 
 

（業績が不調であり今後大規模なリストラクチ
ャリングを予定していることから本来構造改革
引当金を認識しなければならないにもかかわら
ず、）構造改革引当金の計上が行われないリスク

．．．
 

 
網羅性 原価や経費などの費用項目 （本来は原価や経費などの費用を計上しなけれ

ばならないのにもかかわらず、）当該費用を意図
的に未計上（簿外）にするリスク

．．．
 

 
実在性 売上高などの収益項目 （本来は売上高などの収益を計上してはならな

いのにもかかわらず、）当該収益を意図的に過大
（架空）に計上するリスク

．．．
 

 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
  ・解答のプロセスとしては、まず、①問題になりそうな財務諸表項目（取引種類、勘定残高又は

注記事項）を思い浮かべたあと、②関連するアサーションを考え、最後に③財務諸表項目（ア
サーション）レベルの重要な虚偽表示リスクとして具体的に書き出していくという流れになり
ます。 

 ・一般的に、資産項目は「実在性」や「評価の妥当性」、負債項目は「網羅性」や「評価の妥当
性」、注記事項は「網羅性」や「表示の妥当性」が監査要点（アサーション）として問題にな
ることが多いです。 
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 ・解答にあるリスクとは、上記のとおり、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表
示リスクを意味しています。このように、単にリスクと言った場合には多くの場合財務諸表項
目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクを意図することが多い点も理解しておきま
しょう。 

 
 

 
<Q4-11> ある企業のビジネスモデルは、不動産を担保とした借入によって高額な不動産を仕入れ、

数年かけて造成、建設工事を行ったあと中所得者層向けに販売するというものである。このよ
うなビジネスモデルを採る企業において、一般的に事業上のリスクとして考えられるものを列
挙しなさい。また、当該企業の監査を行う監査人は、当該事業上のリスクを受けて一般的にど
のような重要な虚偽表示リスクを識別することになると考えられるか、簡潔に述べなさい。 

（例示項目を暗記することは不要、考え方及び解法を十分に理解してください。）  
 

【解答例】（P96）  
・設問のような企業においては、一般的に次のような事業上のリスクがあると考えられる。事業上

のリスクは一種の固有リスク要因であることから、当該企業の監査を行う監査人は例えば次のよ
うな財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクを識別することになると考え
られる（（注）以下は単純化した例示）。 

 

①事業上のリスク（一種の固有リスク要因） 
②財務諸表項目（アサーション）レベルの 

重要な虚偽表示リスク 

景気が急激に悪化し冷え込んだ場合、中所得
者向けの販売が低下し不動産（棚卸資産）が
滞留し、販売価格が下落するというリスク 

（販売が不調であることから本来棚卸資産の低価
法を適用し棚卸資産評価損を認識しなければなら
のにもかかわらず、）棚卸資産の評価を誤り棚卸資
産評価損の計上が行われないリスク（関連するアサ
ーション：（棚卸資産の）評価の妥当性、（棚卸資
産評価損の）網羅性） 
 

不動産を担保とした借入によって資金調達
を行っているが、景気が急激に悪化し冷え込
み中所得者向けの販売が低下した場合、不動
産（棚卸資産）の販売による資金化ができず
借入が約定どおりに返済できないというリ
スク 
 

（資金が枯渇し借入が返済できない状況が継続し
た場合、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に該当する可能性がある。もし
重要な不確実性が認められる場合には継続企業の
前提に関する事項を注記する必要があるが、）当該
注記が財務諸表から漏れてしまう、あるいは意図的
に除外されてしまうリスク（関連するアサーション
：（注記の）網羅性、表示の妥当性） 
 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・実際の事例問題はいろいろなケースが考えられますので、日頃から財務会計論の答練等で貸借
対照表や損益計算書を見る場合に、どのような虚偽表示（会計処理上の誤り）が考えられるか
想像する習慣をつけましょう。 

・正しい会計処理と誤った会計処理（そもそも会計処理がなされない場合を含みます。）との差
が、虚偽表示です。事例問題では必ず正しい会計処理を行った場合の仕訳と、誤った処理にお
ける仕訳をそれぞれ記載するようにしてください。  

・「企業環境」から「事業上のリスク」を捉えて、「財務諸表項目（アサーション）レベルの重
要な虚偽表示リスク」を識別するといった一連の考え方を本問及びテキスト 96 頁によってし
っかり理解しましょう。 
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セクション５ 監査計画と、そのためのリスク評価手続～主に、300「監査計画」、315
「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」～  
  

 

 
<Q5-01> 監査計画を構成する２つの内容を示し、両者の関係性について簡潔に述べなさい。（暗記不要） 

 

【解答例】(P131) 
・監査計画は、(イ)監査の基本的な方針と、(ロ)詳細な監査計画からなる（【監基報】300.2）。 
・(イ)監査の基本的な方針は、監査業務の範囲(※1)、監査の（おおよその）実施時期及び監査の

方向性（※2）を設定し、(ロ)詳細な監査計画を作成する指針となるものである（【監基報】300.6）。 
・監査計画の策定は、監査期間全体、すなわち、前年度の監査の終了直後、又は前年度の監査の最

終段階から始まり、当年度の監査の終了まで継続する連続的かつ反復的なプロセスであることか
ら（【監基報】300.A2）、(イ)監査の基本的な方針と(ロ)詳細な監査計画とは、必ずしも別個の、
又は前後関係が明確なプロセスではなく、一方に修正が生じれば他方にも修正が生じることがあ
る、相互に密接に関連するものである（【監基報】300.A10）。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・授業で解説のとおり、土台が(イ)、その土台に支えられるものが(ロ)というイメージです。た
だし、上記のとおり、(イ)⇔（ロ）と行き来しあう関係にあります。  

・①監査計画と、その後の②監査の実施の流れや、相互の関係性については、【図表５】参照。
また、監査計画の修正については<Q5-15>を参照してください。 

・(※1)は、例えば金融商品取引法、会社法両方の監査証明が必要か、会社法の監査証明のみで
よいか、といった内容です。(※2)は、重要性の基準値をいくらに設定するか、グループ監査
においてどの構成単位を重要とするか、重要な構成単位について他の監査人等に作業を依頼す
るかどうか、といった内容です。  

 
 

 
<Q5-02> 監査計画を策定するにあたって必ず実施することが求められるリスク評価手続の内容に

ついて述べなさい。（具体的に実施する手続については暗記不要）  

 

【解答例】（P104） 
・監査計画の策定にあたっては、重要な虚偽表示リスクの内容を監査計画に反映させる必要がある

ことから、リスク評価手続の実施が必要となる。 
・具体的には、経営者等への質問、分析的手続、観察及び記録や文書の閲覧並びに監査チーム内の

討議を必ず実施し（【監基報】315．13 及び 16）、重要な虚偽表示リスクを評価することとなる。 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
・<Q1-13>のとおりです。 
・リスク評価手続として経営者に質問する理由が令和４年度論文式試験に出題されました。  
 
 

 
<Q5-03> 財務諸表項目（アサーション・レベル）の重要な虚偽表示リスクの識別は固有リスクの識

別によって行うことから、固有リスクを如何に漏れなく正確に識別するかが重要といえる。で
は、固有リスクはどのように識別するのか、簡潔に述べなさい。  

 

【解答例】（P92）、論文対策問題集 2-4-3 
・固有リスクは、関連する内部統制が存在していないとの仮定の上で、取引種類、勘定残高又は注

記事項に係るアサーションに、個別に又は他の虚偽表示と集計すると重要となる虚偽表示が行わ
れる可能性をいい（【監基報】200.12(10)①）、固有リスク要因（【監基報】315.11(6)）によ
って影響を受ける（【監基報】200.A37 参照）。 

・したがって、固有リスクは、企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解し、経
営者が対峙する事業上のリスク、財務諸表項目の特性、固有リスク要因等を考慮して識別する。 

  

☺ワンポイントアドバイス！  
<Q4-5>、<Q4-9>のとおりです。 
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<Q5-04>リスク評価手続において、なぜ分析的手続は必ず実施することが求められるのか、その理

由を述べなさい。（暗記不要）  

 

【解答例】（P59、P104）、論文対策問題集 2-2-5 
・分析的手続は、監査上留意すべき他の関連情報との矛盾、通例でない取引又は事象、金額、比率

及び傾向を識別するのに有益である。識別された通例でない又は予期せぬ関係は、監査人が重要
な虚偽表示リスク、特に不正による重要な虚偽表示リスクを識別するのに役立つことがある（【監
基報】315．A25）。 

・そのため、リスク評価手続として実施する分析的手続によって、気付いていなかった企業の状況
を識別したり、変化などの固有リスク要因がどのように財務諸表項目（アサーション）における
虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼすのかについて理解することがある。そのため、分析的手続
は重要な虚偽表示リスクを識別し評価するのに役立つ（【監基報】315．A26）。 

・したがって、リスク評価手続においては必ず分析的手続を実施することが求められる（【監基報】
315．13(2)）。 

 
 

 
<Q5-05>リスク評価手続において、なぜ監査チーム内の討議は必ず実施することが求められるのか、

その理由を述べなさい。また、監査チーム内の討議にあたっての留意点についても簡潔に述べ
なさい。（暗記不要）  

 

【解答例】（P104） 
（前段について） 
・適用される財務報告の枠組みの適用状況及び財務諸表の重要な虚偽表示の生じやすさについて監

査チーム内で討議を行うことによって、監査責任者を含む、経験豊富な監査チームメンバーの企
業に関する知識と知見、監査の過程を通じて入手した重要な虚偽表示リスクの評価、又はリスク
対応手続に影響を及ぼすことがある新しい情報等を伝達し共有することができる（【監基報】315．
A39）。 

・また、討議によって、監査チームメンバーが、企業の事業内容と状況に関する各メンバーの理解
に基づいて矛盾する情報を詳細に検討するのに役立つ（同上）。  

・これらの情報の共有と討議によって、継続監査においても、重要な虚偽表示リスクの識別と評価
の改善につながることがある。また、職業的専門家としての懐疑心を保持することが特に重要と
なる監査の特定の領域を識別し、当該領域に関連する監査手続を実施するのに適切な技能を有す
る経験豊富な監査チームメンバーを関与させることができるようになる（【監基報】315．A40）。 

・したがって、リスク評価手続においては必ず監査チーム内の討議を実施することが求められる
（【監基報】315．16）。 

 
（後段について） 
・職業的懐疑心は、監査証拠を批判的に評価するために必要であることから、妥協なく率直に討議

を行うよう留意する必要がある（【監基報】315．A40 参照）。また、不正がどのように発生する
のかも含め、不正による重要な虚偽表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるの
かに特に重点を置いて討議を行うよう留意する必要がある（【監基報】315．A39）。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・配布した会長通牒平成 28 年第１号の「５．監査チーム内の情報共有」で取り上げられている
とおり、昨今監査チーム内の討議は非常に重要とされています。【監基報】315．A39 及び A40
あたりにその意義、趣旨、留意点が規定されていることは必ず知っておきましょう。  

 ・上記の、不正による重要な虚偽表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるのか、
という点を「不正シナリオ」ということがあります。この用語も覚えておきましょう。追って
詳しく学習します。 
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<Q5-06>令和２年度の監査基準の改訂において、重要な虚偽表示リスクの評価方法が改められた。

この改訂の内容について従来の方法の問題点も踏まえて説明しなさい。  

 

【解答例】（P97（※2）、P118） 
（従来の方法） 
・従来（※1）は、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクについては、原

則として固有リスクと統制リスクを結合した重要な虚偽表示リスクとして評価することとされ
ていた。 

（従来の方法の問題点） 
・しかしながら、従来の方法によれば固有リスクと統制リスクを結合して評価することになるがゆ

え、固有リスクの検討が不十分となったり、主観性、不確実性といった点に影響される会計上の
見積りの複雑化に対応できないといった問題点があった。結果として、財務諸表項目（アサーシ
ョン）レベルの重要な虚偽表示リスクが適切に識別されない可能性が指摘されていた。さらに、
内部統制の運用評価手続を実施することなく、統制リスク、ひいては重要な虚偽表示リスクを評
価することができる余地を生じさせるという問題点があった。結果的に、内部統制の運用評価手
続を適切に実施することなく内部統制に依拠しているような事態も指摘されていた。  

 
（改訂の内容） 
・そこで、令和２年度の監査基準の改訂を受けて、財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な

虚偽表示リスクの評価については、必ず固有リスクと統制リスクを分けて評価するものとされ
た。また、重要な虚偽表示リスクの識別は固有リスクの識別で行うことが明確化されるとともに、
固有リスクは虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを組み合せて評価するものとされた。さら
に、虚偽表示の発生可能性の検討にあたっては固有リスク要因を踏まえて評価することとされ
た。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・<Q4-9>、<Q5-3>も参照。 
・（※1）の従来とは、事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチが導入された平成 17 年

以降令和２年度改訂より前という意味合いです。 
・なお、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別については、令和２年度の監査基準

の改訂前後で考え方は変わっていません、すなわち、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リ
スクについては引き続き重要な虚偽表示リスクとして評価するものとされており、固有リス
ク、統制リスクそれぞれに分けて個々に評価したうえで結合するということはありません。な
ぜなら、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクはその定義からしてそもそも特定の財務
諸表項目（アサーション）に結び付けられないものであることから（【監基報】315．A182）、
特定のアサーションに虚偽表示が行われる可能性である固有リスクと結びつかないからです。
つまり、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクには固有リスクを識別・評価するという
考えはありません。 

 
 

 
<Q5-07>監査計画の策定にあたっては、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況の有無を確かめることが求められる。その理由について簡潔に述べなさい。  

 

【解答例】（P237、P238） 
・監査人は、経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適

切な監査証拠を入手し結論付けるとともに、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任がある（【監基報】570「継続企業」.6）。 

・ここで、仮に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合、経
営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの是非が監査上重要な検討事項になる可
能性がある（【監基報】570.A3 参照）。 

・さらに、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合、財務諸
表全体レベルあるいは財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクの識別及び
評価に影響を及ぼす可能性がある。 

・このように、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無は、重要な虚
偽表示リスクの識別及び評価、これを踏まえたリスク対応手続の内容、すなわち、監査計画の内
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容に重要な影響があることから（【監基報】570.A3 参照）、監査計画の策定にあたってこれらの
有無を考慮し検討することが求められる。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を適正かどうかの判断基準とすることから、監査
上も継続企業の前提を考慮する必要がありました、この点について <Q2-12>、<Q2-13-3>参照 

・財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクへの影響について <Q4-10>参照 
 
 

 
<Q5-08>監査基準上、財務諸表における不正は、監査計画の策定にあたってどのように考慮するこ

ととされているか、簡潔に述べなさい。  
 

【解答例】（P220） 
職業的専門家としての懐疑心をもって、不正により財務諸表に重要な虚偽の表示がもたらされる

可能性(※)に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映することが求められる（監査基準・第
三 実施基準・一 基本原則 5）。 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
(※)について、不正による重要な虚偽表示リスク、単に不正リスクと置き換えても結構です（【監

基報】240．10(3)）。 
 
 

 
<Q5-09>上場企業を念頭に置き、不正による重要な虚偽表示リスクを適切に識別するための情報を

入手するにあたって、監査人に実施することが求められる監査手続について述べなさい。  
（暗記不要） 

 

【解答例】（P220） 
不正による重要な虚偽表示リスクを適切に識別するための情報を入手するにあたって、監査人は

【監基報】240.F15-2 から 23 までの手続を実施しなければならない（【監基報】240.15）。 
 
 

 
<Q5-10>売上高の実在性（発生）というアサーションについて、財務諸表における不正への対応と

いう観点から、特に監査計画の立案にあたって監査実務上求められている事項について簡潔に
述べなさい。（暗記不要） 

 

【解答例】（P221） 
・売上高の実在性（発生）、つまり、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのよ

うな種類の収益、取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなけれ
ばならない（【監基報】240．25）。もし、収益認識に関する推定を適用する状況にないと結論
付け、そのため収益認識を不正による重要な虚偽表示リスクとして識別していない場合には、そ
の理由を監査調書に記録しなければならない（【監基報】240．25、46）。 

・また、不正リスクとした場合、特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならず、
当該リスクに対応する内部統制を識別し、デザインを評価し、業務に適用されているかどうかを
判断しなければならない（【監基報】240．26、【監基報】315.25(1)①及び(4)）。 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
・売上高の認識は収益認識と同義ですから、「収益認識」を「売上高の実在性（発生）」と置き

換えられても落ち着いて対応できるようにしましょう。 
・上記の、「どのような種類の収益、取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生す

るか」という検討を実務上「不正シナリオ」の検討ということがあります。 
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<Q5-11>リスク評価手続の一環で、企業の会計上の見積りに関する事項として監査人に理解が求め

られる事項について述べなさい。（暗記不要）  
 

【解答例】（P120）  
重要な虚偽表示リスクを適切に評価するために、企業の会計上の見積りに関する事項として監査

人には【監基報】540「会計上の見積りの監査」.12 に規定された事項の理解が求められる。  
 
 

 
<Q5-12>監査人は、リスク評価手続の一環で、過年度の会計上の見積りの当年度における確定額等

について遡及的に検討しなければならないとされている。実務上この検討はいわゆるバックテ
ストと言われるが、なぜリスク評価手続の一環で必ずバックテストを実施することが求められ
ているのか、その理由について簡潔に述べなさい。 

 

【解答例】（P120） 
・いわゆるバックテストを実施することで、次のような情報（【監基報】540.A55）が得られるこ

とから、当年度における重要な虚偽表示リスクの識別と評価に役立つからである（【監基報】
540.13）。 
- 経営者の過年度の見積りプロセスの有効性に関する情報  
- 会計上の見積りの複雑性及び不確実性に関する情報 
- 会計上の見積りが経営者の偏向の影響を受ける可能性がある又は偏向の兆候を示す情報  

・また、その結果として適切なリスク対応手続の種類、時期及び範囲を決定するのに役立つこと  
がある（【監基報】540.A55） 

・そこで、リスク評価手続の一環で必ずバックテストを実施することが求められている（【監基報】
540．13）。 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
・バックテストは実務上非常に重要な手続です。実務家が作成する事例問題対策の備えとして、

この手続を実施する趣旨をきちんと理解しておきましょう。  
・バックテストを実施することで（過年度の見積りを遡及的に検討することで）、会社の見積り

プロセスの不備、見積りが実績とぶれる要因（不確実性の原因）等に気づき、経営者の見積り
プロセスの有効性、経営者が設定した見積りの仮定や判断の当否等を検討することができま
す。これらの情報を得ることで、当年度のリスク評価手続に活用し、重要な虚偽表示リスクを
的確に識別し評価することに役立てる、といった狙いがあります。 

・見積りが実績とぶれてしまうことの監査上の取扱いについては<Q5-13>参照 
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<Q5-13>監査人は、当年度のリスク評価手続の一環で、当年度に履行された資産除去債務について

のバックテストを実施したところ、前年度の資産除去債務の見積りと当年度に実際に発生した
撤去費用との間に監査上明らかに僅少とはいえない差異が認められた。当該差異について、以
下のように場合を分けて監査上どのように取扱うべきか、あなたの考えを簡潔に述べなさい。 

なお、いずれのケースでも、当該差異は監査上明らかに僅少とはいえない差異であるものの
全体としての前年度及び当年度財務諸表いずれにとっても個々にみて重要な虚偽表示ではな
く、その他には虚偽表示はなかったものとする。  

  （ケース１）前年度から資産の撤去に要する部材の調達コストが増加しており、本来は前年度
において重要な見積りの変更に該当するかどうかの検討が必要であった。 

  （ケース２）当年度に入り急激に資産の撤去に要する部材の調達コストが増加し、前年度にお
いて予見することができなかった。  

 

【解答例】（P120） 
・（ケース１）では、本来前年度の財務諸表の作成（確定）時点において重要な見積りの変更に該

当するかどうかの検討が必要であった。つまり、前年度の財務諸表の作成（確定）時点において
利用可能な情報等に基づいて合理的な最善の見積りを行っているとはいえず、適切に財務諸表を
作成しているとは認められない。そこで、当該差異は前年度及び当年度財務諸表の虚偽表示とし
て取扱うことになるものと考えられる（【監基報】540．A60）。また、経営者が会計上の見積り
を行う際に情報を考慮するプロセスに問題があると判断し、当年度監査のリスク評価手続にあた
って統制リスク及び重要な虚偽表示リスクを再評価するとともに、必要に応じて監査計画の修正
を行ったものと考えられる（【監基報】540．A60 参照）。 

・一方、（ケース２）では、前年度の財務諸表の作成（確定）時点において利用可能な情報等に基
づいて合理的に最善の見積りを行い、適切に財務諸表を作成していると認められることから、当
該内容も含めてバックテストの検討過程及び結果を監査調書に記録し、それ以上の特段の追加的
な検討（例えば、リスクの再評価や監査計画の見直しなど）は行わなかったものと考えられる。  

・なお、（ケース１）においても、当該差異は重要な虚偽表示には該当せず他に虚偽表示はなかっ
たことから、当該差異の発生は前年度の財務諸表の修正が必要となる事後判明事実には該当せ
ず、財務諸表の訂正は不要であると判断したものと考えられる。  
 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
・会計上の見積りの確定額と過年度の財務諸表における認識額との間に差異があったとしても、

必ずしも過年度の財務諸表に虚偽表示があったことを示しているわけではありません（【監基
報】540．A60）。「財務諸表の確定時に利用可能な情報等に基づき、合理的な最善の見積りを
行っていたかどうか」がその分かれ目になります。なぜなら、そもそも見積りの確定額は、見
積りを行った日以降に発生した事象や状況の影響を必然的に受けるからです（テキスト 120
頁（※4）のとおり。）。 

・過年度の財務諸表の誤り（虚偽表示）については、監査報告書発行後の後発事象ですから事後
判明事実、財務諸表の訂正を思い出せるようにしてください（<Q2-16-1>も参照）。 

・重要性に関する明らかに僅少な額については、<Q1-5>及び【図表 4】参照。 
・（参考）資産除去債務に関する会計基準第 10 項など 
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<Q5-14>ある上場会社の監査業務においてリスク評価手続の結果、売掛金の実在性を、関連するア

サーションとして識別するとともに、売掛金を重要な勘定残高とした。このようなケースにお
いて、一般的には、どのようにリスク対応手続を立案することになるか、できるだけ具体的に、
あなたの考えを述べなさい。  

 

【解答例】（P106、P112）、論文対策問題集 2-2-3、2-2-4、2-4-5 
・財務諸表項目（アサーション）レベルの重要な虚偽表示リスクを評価した際に、内部統制が有効

に運用されていると想定する場合には、内部統制の運用状況の有効性を評価する運用評価手続を
立案する（【監基報】330「評価したリスクに対応する監査人の手続」．7(1)）。 

・また、売掛金は重要な勘定残高であることから必ず実証手続を実施する必要があり、実証手続も
併せて立案する（【監基報】330.17）。 

・特に、売掛金の実在性という監査要点について、関連するアサーション（【監基報】315.11(5)）
として識別していることから、売掛金の実在性について、より確かな心証が得られる監査証拠を
入手できるよう、リスク対応手続を立案する必要がある（【監基報】330.6(2)）。 

・そこで、特に、実証手続については、発見リスクを低くするために、（種類（【監基報】330.A18）
について）①より適合性が高く、より証明力の強い監査証拠を入手できるような実証手続を選択
する必要があり、例えば、得意先に対する積極的確認の実施を立案する。また、（時期（【監基
報】 330.A11）について）②実証手続を期末日により近い時期又は期末日を基準日として実施す
るなどの対応が必要となることから、例えば、期末日を基準日とした積極的確認の実施を立案す
る。さらに、（範囲（量）（【監基報】330.A15）について）③実証手続の範囲を拡大するため、
例えば、より多くの得意先あるいは多額な売掛金を計上する得意先を抽出し当該得意先に対して
積極的確認を実施するよう立案する。  

 
 

 ☺ワンポイントアドバイス！  
・実証手続については、必ず、３要素（①種類、②（実施）時期、③範囲（量））の視点で考え

るようにしてください。 
・実施時期については、財務諸表の作成日である決算日あるいは当該決算日に近い日に実施した

方が監査証拠としての証明力は強いとされている点は覚えておきましょう。  
 
 

 
<Q5-15>上記<Q5-14>を踏まえて、得意先に対する残高確認を実施したところ、ある得意先から照会

額 1.1 億円に対して「買掛金の当社の残高はゼロである」という回答と、ここ数年来取引がな
いとの申し出があった。当該状況を受けて、監査人は不正による重要な虚偽表示を示唆する状
況があると判断したとする。そこで、次に監査人が採ったと考えられる対応について、簡潔に
述べなさい。  

 

【解答例】（P132、P226） 
・監査人は、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合

には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に
質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならないとされている（【監
基報】240「財務諸表監査における不正」.F35-2、FA50-3）。 

・そこで、監査人は残高確認を実施した結果得られた設問のような状況や情報を踏まえてリスク評
価手続を改めて実施するとともに、改訂されたリスク評価の結果に基づき、監査の基本的な方針
及び詳細な監査計画並びにこれらに基づき計画したリスク対応手続の種類、時期及び範囲を修正
することを検討したと考えられる（【監基報】300「監査計画」.9、A15）。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・監査手続の結果、新たな事実や新たな情報を得た場合には、必ずリスク評価の再実施、監査計
画の見直しが必要ではないか、検討することを忘れないでください（②監査の実施から、①監
査計画に戻る、すなわち、監査計画の修正が必要、ということです。）。  

・上場会社という前提での不正の問題ですから、【監基報】240 の F からはじまる項番を探せば
よいという監基報の引用方法です。 
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<Q5-16> 内部統制（システム）の基本的要素のうち、一般的に最も重要であると考えられるのはい

ずれであるか、理由とともに簡潔に述べなさい。また、①監査人が当該基本的要素を理解する
ことの意義と、仮に②当該基本的要素の不備を識別した場合に監査人が採ると考えられる対応
について、述べなさい。（後段は暗記不要）  

 

【解答例】（P70）、論文対策問題集 2-3-1 
（前段について） 
・最も重要であると考えられるのは「統制環境」である。 
・なぜならば、統制環境は、経営者の誠実性や倫理観、経営方針及び経営戦略などのように、組織

の気風（社風）を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の
基本的要素の（全般的）基礎をなし、影響を及ぼすからである。 

 
（後段について） 
 ①監査人が当該基本的要素を理解することの意義  

・監査人が統制環境を理解することで、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの評価と、そ
れに関する監査人の全般的な対応に影響を及ぼすためである。また、監査人の監査アプローチの
選択、例えば、実証手続を中心とした監査アプローチ又は運用評価手続と実証手続を組み合わせ
る監査アプローチを採用するかの判断に重要な影響を及ぼすためである（【監基報】330「評価
したリスクに対応する監査人の手続」.A1、A2）。 

・したがって、統制環境が有効である場合には、監査人の内部統制への依拠の程度及び企業の内部
で作成された情報の監査証拠としての証明力が高くなるため、例えば、監査手続を実施する基準
日を期末日ではなく期末日前にすることができる（【監基報】330.A2）。 

 
 ②統制環境の不備を識別した場合に監査人が採ると考えられる対応  

・仮に、統制環境の不備を識別した場合には、一般的に内部統制の運用状況の有性に依拠するため
にはより広範な監査証拠が必要となる（【監基報】330.A1）。 

・そこで、統制環境の不備を識別した場合には、次のような対応を図るためのリスク対応手続の監
査計画を立案することになると考えられる（【監基報】330.A2） 

- 基準日を期末日前ではなく期末日として、より多くの監査手続を実施すること。  
- 実証手続によってより多くの監査証拠を入手すること。  
- 監査対象とする事業所等の範囲を拡大すること。 

 
 ☺ワンポイントアドバイス！  

・統制環境の例示を数点暗記しておきましょう（テキスト 70 頁①の例えば以降）。 
・上記のとおり、統制環境は組織の気風や社風に影響するもので、他の内部統制の基礎をなすこと

から、統制環境の良否は財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの評価に影響をもたらし
ます。 
 
 

 
<Q5-17> 監査計画の立案にあたっての重要な虚偽表示リスクの評価は暫定的なものとなる理由を

簡潔に述べなさい。  

 

【解答例】（P102）、論文対策問題集 2-3-1 
・監査計画の立案にあたっては、適用される財務報告の枠組み、内部統制システムを含む企業及び

企業環境を理解し、重要な虚偽表示リスクを識別・評価する。 
・しかしながら、これらの理解はその時点のものであり、内部統制の運用状況の有効性を確かめる

ための運用評価手続は実施されていない。 
・したがって、重要な虚偽表示リスクの評価は暫定的なものとなる。 
 

☺ワンポイントアドバイス！  

・重要な虚偽表示リスクを構成する統制リスクの評価を確定できないというのが答えの骨子です。 



【図表５】財務諸表監査のスケジュール感（３月決算の場合・継続監査（≠初年度監査））

７月初旬 ９月末 12月末 ３月末 ６月末

に基づき 　　　　　に基づき

あたりに実施）

あたりに実施）

前年度の監査

次年度監査契約

更新手続

期中監査

期末監査

①－１ 企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み、内部統制システムを理解 ⇒これにより財務諸表における重要な虚偽表示リスクを識別・評価（監査報告時まで継続して実施）

①－２ 監査の基本的な方針（最初の方に計画）

（例）重要性の基準値

①－３ 詳細な監査計画

影響 影響 影響 影響 影響

影響
① 監査計画

①－４

リスク評価手続の計画
①－５

リスク対応手続の計画

②－１ リスク評価手続の実施（イメージとしては概ね監査の前半あたりに実施、ただし実際は監査報告時まで継続して実施 ∵ 新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

②－２ リスク対応手続の実施（監査報告時まで継続して実施 ∵新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

この時点ではCR、

RMM暫定的評価

CR、RMMの

確定評価

内部統制システムに依拠する/できるプロセス

（例）購買プロセスなど、

経常的・定型的・単純な業務

内部統制システムに依拠しない/できないプロセス

（例）見積りプロセスなど、

非経常的・非定型的･

例外的プロセス

②－２－１ 運用評価手続→CRを最終評価（RMMを確定）→DRを決定

反映

②－２－２ 実証手続（実証手続の種類・時期・範囲は運用評価手続の結果最終評価したRMMの評価結果を受けてDRを決定したあと調整）

②－２－３ 実証手続（DRは低くしなければならない→より強い心証が得られる実証手続を実施）

③

監
査
報
告
（監
査
報
告
書
発
行
）

定時株主総会

有報提出

（種類・時期・範囲に）影響

②’ 監査証拠

年間を通じての

反復的・継続的プロセス

トレード・オフ・影響しあう関係

② 監査手続

後発事象の

検討範囲

事後判明事実' 事後判明事実''

監
査
調
書
・
監
査
フ
ァ
イ
ル
の
最
終
的
な
完
了
期
限

監査報告から60日程度を

超えない期限内

いかなる監査手続も実施する必要はない

③
’
監
査
の
最
終
段
階
に
お
け
る
分
析
的
手
続
（
リ
ス
ク
評
価
手
続
を
最
後
に
実
施
し
て
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
）→

審
査

反映

リスク対応手続の結果、リスク評価を見直しする場合

影響

具体的には

※ ②－１は実際は①－１と同じ（②－１＝①－１）














